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U.S. GAAPの制度性

杉 本 徳 栄

Ⅰ はじめに――問題意識――

今日のグローバル規模での会計に関わる制度

変化に伴って，アメリカの一般に認められた会

計原則（U.S. GAAP）の意義や制度性について

問う必要性に直面している。

もっとも大きな環境要因は，アメリカ証券取

引委員会（SEC）による国際財務報告基準

（IFRSs）適用規則の整備にある。つまり，外

国民間発行体に対して，SECに提出する財務諸

表の作成時に準拠する会計基準として IFRSs

を適用することを容認（SEC [2007a] , SEC

[2008a]）したのに加えて，アメリカの発行体に

対しても IFRSs を新たに選択肢とする考えを

コンセプト・リリース（概念通牒）（SEC

[2007b]）として公表した。後者については，

寄せられたコメントの検討等を踏まえた SEC

の新たなアクション（「アメリカの発行体が

IFRSs に準拠して作成した財務諸表の使用可

能性についてのロードマップ；規則案」（SEC

[2008b]）での「IFRSs 適用ロードマップ案」と

「IFRSs 早期適用容認規則案」の公表並びに

「コンバージェンスとグローバルな会計基準の

指示に関する SEC声明」（SEC [2010]）とこの

SEC 声明に付された，SEC 主任会計士室によ

る付録「国際財務報告基準をアメリカの発行体

を対象とする財務報告制度に組み入れることを

検討するための作業計画」（Work Plan for the

Consideration of Incorporating International

Financial Reporting Standards into the Finan-

cial Reporting System for U.S. Issuers））へと結

実し，SEC による IFRSs 受入れ問題がアメリ

カ内外での喫緊の課題となっている。

このような制度変化の過程で，「一般に認め

られた会計原則」（GAAP）の意義はもとより，

GAAP の制度性にも密接に関わる財務会計基

準審議会（FASB）の会計基準化のプロジェク

トの展開（「FASB 会計基準のコード化（集大

成 化 ）
TM
」（ FASB Accounting Standards

Codification
TM
）（FASB [2009c]））を機に，

GAAP の意義や範囲および GAAP が備え持つ

特質のひとつである「一般的承認性」（General

Acceptance）をはじめ，GAAP の法的効力や

GAAP への準拠性と財務諸表の適正表示の関

係などについて，IFRSs 受入れを交えてあらた

めて問い質さなければならない。

そこで本稿は，U.S. GAAPの意義やその由来

などの整理を踏まえて，単一の権威ある文書に

コード化（集大成化）されたU.S. GAAPの特質

や IFRSs の GAAP としての基本属性などを検

討することで，U.S. GAAPの制度性に関わる今

後の議論に向けた基礎を形成してみたい。

Ⅱ GAAP概念の解釈と特質

GAAPについて問う場合，これまで展開され

てきた研究では GAAP の意義と範囲，GAAP

の法的効力および GAAP への準拠性と適正表

示の関係などが検討対象として俎上にのぼって

きた。U.S. GAAP が唯一の権威ある文書に

コード化（集大成化）されたという事実は，

GAAPの意義や範囲をあらためて問い，確認す
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る必要があることを物語っており，おのずと

GAAP の法的効力や GAAP への準拠性と財務

諸表の適正表示の関係などにも結び付く。

GAAP の本質の捉え方，つまり GAAP の概

念の解釈には次のような試みが展開されてきた

（杉本［2008］21頁）。

⑴ GAAP は「実質的な権威ある支持」

（Substantial Authoritative Support）を

得た会計原則である。

⑵ GAAPは「一般的承認性」ないし「一般

的受容性」を有する会計原則である。

⑶ GAAP は会計実務の指針として企業の

会計処理と報告の基準となり，監査人の

会計監査における監査の指針でもある。

⑷ GAAPは多分に慣習的性格を有し，基本

的には帰納的，記述的および実用的なア

プローチによって設定されるものであ

る。

この GAAP 概念の解釈を語る場合，第一の

「実質的な権威ある支持」を得た会計原則と，

第二の「一般的承認性」ないし「一般的受容性」

を有する会計原則という解釈は，以下で詳述す

る GAAP の歴史的意義などの見地からはとく

に重要である。たとえば，IFRSs が GAAP 概

念の解釈でいう「実質的な権威ある支持」を得

た会計原則として，また「一般的承認性」を有

する会計原則として U.S. GAAP のなかで如何

に位置づけられるかについて問う場合，GAAP

概念の第一の解釈と第二の解釈について綿密に

検討を加えておかなければならない。ここで

は，まず GAAP 概念の代表的な各解釈につい

て簡潔に概説しておくことにしよう。

第一の解釈である，「GAAP は『実質的な権

威ある支持』を得た会計原則である」という文

言は，そのままアメリカ公認会計士協会

（AICPA）理事会の特別公報（AICPA [1964]）

にみられる。そこでは，この第一の解釈に関わ

る文言には，次のような GAAP に関わる文言

が続く。

⑴ 会計原則審議会（APB）意見書は，「実質

的な権威ある支持」を構成する。

⑵ 「実質的な権威ある支持」は，APB意見

書とは異なる原則にも存在し得る。

⑶ 会計研究公報（ARB）とAPB 意見書を

区分すべきではない。

⑷ APB 意見書と事実上大きく異なる会計

原則が財務諸表において用いられる場合

には，監査報告を行なうAICPA の会員

は，当該原則が実質的な権威ある支持を

有するかどうか，また当該原則をその状

況に適用し得るかどうかを決定しなけれ

ばならない。

このAICPA理事会の特別公報における一連

の GAAP に関わる文言は，APB 意見書を

GAAP として実質的な権威ある支持を認める

一方で，GAAP にはAPB 意見書以外の会計原

則などにも存在することを示唆しており，

GAAP を幅広く解するところに特徴がある。

とくに，これらの文言は，GAAP，「実質的な権

威ある支持」を得た会計原則およびAPB 意見

書を中核に据えて展開している。しかし，「実

質的な権威ある支持」の用語は，すでに SECの

会計連続通牒（ASR）第４号（1938年４月 25

日。SEC [1988b]）
1)
に用いられていたとはい

え，ここでも「実質的な権威ある支持」の用語

の定義が定かではない。その結果，定義対象で

あるはずのGAAPが，未定義の用語である「実

質的な権威ある支持」で論じられているとの批

判（Armstrong [1969] p. 45）などが提起され
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１）ASRは，SECが「主要な会計問題における統一的

基準や実務の発展に寄与することを目的として，会

計原則についての意見を表明するためのプログラ

ム」（ASR第１号で明記：SEC [1988a]），つまり通

牒（リリース）であり，1937年４月１日の第１号か

ら 1982年３月の第 307号まで作成・公表された。

当時の主任会計士であったカーマン・G・ブラウ

（Blough, C. G.）の意見をまとめた書簡として公表

されてきた経緯がある（杉本［2009］31頁）。



た経緯もある。

なお，「実質的な権威ある支持」の意義は，

GAAP 概念の歴史的意義に深く関わるもので

あるため，節をあらためてより具体的に検討す

ることにしよう。

第二の解釈は，GAAPの「一般に認められた」

の用語に比重を置いて，GAAPを広く社会に受

け入れられているという社会的合意を得た会計

原則として理解するものである。GAAP の社

会による「一般的承認性」は，基本的には利害

関係者のニーズを集約することで達成し得るも

ので，この「一般的承認性」の根底には会計慣

行と会計プロフェッションの権威が支えてい

る。

GAAP の概念の第三の解釈は，GAAP に企

業の会計実務の指導原理的役割を担わせるもの

であり，また会計監査にあたって，企業の会計

処理と報告が GAAP に準拠しているか否かを

意見表明するために依拠すべき指針としての役

割も担わせるものである。会計監査にあたっ

て，単に監査基準だけでなく，企業が準拠した

GAAPを理解する必要性を説くものである。

また，第四の解釈は，GAAPの形成過程の特

徴を表現したものでもある。GAAP は会計実

務を反映させる慣習的性格を有しているため，

当該基準には現実の会計事象をありのままに記

述して表現する役割がある。つまり，会計事象

の記述的側面を重視する帰納的アプローチに

よって GAAP が形成される。同時に，GAAP

は会計実務を反映させる慣習的性格を有するた

め，会計実務における GAAP の実用性の側面

もおのずと問われてきた。もっとも，会計事象

の記述的側面を重視した帰納的アプローチによ

る GAAP に加えて，会計目的を踏まえた規範

的側面を重視した演繹的アプローチによる

GAAPも形成されている。会計実務上，演繹的

アプローチによる GAAP が果たす役割も看過

し得ず，今日では帰納的アプローチと演繹的ア

プローチの両面から形成された会計基準，ひい

てはGAAPの形成が基本を成している。

今日の会計に関わる一連の制度変化が，

GAAPの本質をも「記述的」なものから「規範

的」なものへと変化させた（Zeff [1995] p. 54）

と捉えると，上記の第四の GAAP の概念の解

釈そのものも大きく変質したと理解できる。そ

の変質をもたらした最大の要因は，会計に関わ

るグローバル化現象にある。とくに，このグ

ローバル規模での制度変化は「一般的承認性」

の本質を備えているのか，あるいは伝統的な会

計思考や支配的な会計実務の観点からは把握し

得ない新たな「一般的承認性」概念が台頭して，

グローバル規模での制度変化を形成しているか

を考える必要性に直面しているといえるだろ

う。したがって，４つに類型した従来のGAAP

概念の解釈のなかでは，第一の解釈と第二の解

釈を中心に焦点を当てて，新たな「一般的承認

性」概念の存否やその特質はもとより，既存の

「一般的承認性」との差異や関わりなどが注視

されることになる。

GAAP の概念の解釈を取りまとめて締めく

くるより端的な表現を見出すとすれば，「アメ

リカ会計学上慣用語として用いられる GAAP

は歴史的意義と制度的広がりを内包する包括的

概念で，一つにまとまった文書の形態では存在

していない」（小森［2008］31頁）という言明に

辿り着くだろう。つまり，U.S. GAAPを，①「歴

史的意義」，②「制度的広がり」および③「包括

性」の性格を兼ね備えた概念として解するので

ある。

そこで，本稿ではまず，U.S. GAAPの概念が

備え持つという「歴史的意義」，「制度的広がり」

および「包括性（網羅性）」の各見地から整理し

て検討することで，GAAPの特質について明ら

かにしてみたい。
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Ⅲ GAAP概念の歴史的意義⑴

――GAAPの意義――

1929年の大恐慌による株価暴落を直接的な

契機として，投資家保護を図る目的でアメリカ

会計士協会（AIA）の証券取引所協力特別委員

会とニューヨーク証券取引所（NYSE）株式上

場委員会との間で往復書簡が展開された。一連

の書簡のなかで，証券取引所協力特別委員会に

よる 1932年９月 22 日付の書簡（いわゆる「メ

イ（May, G. O.）書簡」）には，「会計５原則」が

付され，また監査報告書の様式の勧告が行なわ

れ，そこでは「認められた会計原則」（Accepted

Principles of Accounting）の用語が用いられた。

この用語の登場が，一般に GAAP という用語

の嚆矢とされている。

「認められた会計原則」の用語をはじめとし

て，GAAPは監査人の監査と深い関わりを持っ

て展開する。1933 年のAIA による「会社財務

諸表の監査」（Audits of Corporate Accounts）

での「認められた会計実務」（Accepted

Accounting Practices）や 1936 年の AIA によ

る「独立公共会計士による財務諸表監査」

（Examination of Financial Statements by In-

dependent Public Accountants）での「認めら

れた会計原則」（Accepted Principles of

Accounting）などの表現はいうまでもなく，

1939 年のマッケソン・ロビンス社訴訟

（McKesson and Robbins Case）を機に設置さ

れた監査手続特別委員会が，1939年に公表した

「監査手続の拡張」（Extensions of Auditing

Procedure）で示した監査報告書での「一般に

認められた会計原則に準拠して」（in Conformi-

ty with Generally Accepted Accounting Princi-

ples）という文言などへと連なる（日本会計研

究学会スタディ・グループ・黒澤清監訳［1968］

73-78頁）。

GAAPの意義について考える場合，①「会計

原則」に付された「一般に」（Generally）の言葉

の意義と理由付けを理解する見解と，②「会計

原則」に付された「一般に認められた」

（Generally Accepted）の文言そのものをひと

つの用語として捉えて，その理由付けを理解す

る見解などに区分することができる。現に，こ

れまでの GAAP の意義等の検討は，この区分

に基づいて試みられてきた。

１ 「一般に」という用語の理解

「一般に認められた会計原則」の文言に「一般

に」の言葉が付された理由のひとつの見解とし

ては，たとえばAICPA「会計原則叢書」第７号

（日本会計研究学会スタディ・グループ・黒澤

清監訳［1968］）にみられる。

AIA の監査手続委員会が，1939年に公表し

た「監査手続の拡張」には，監査報告書の改正

された報告様式や会計原則の用語法が含まれて

いる。報告様式の改正については簡潔な理由が

説明され，また監査報告書の意見区分について

改正理由が付されなかったのは重要性の判断に

よるものである
2)
。これに対して，改正された

会計原則の用語法について，「会計原則叢書」第

７号は次のように述べている。

「会計原則についていえば，改正された

用語法は，『一般に認められた会計原則に

準拠して……』（in conformity with gener-

ally accepted accounting principles）とい
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２）「会計原則叢書」第７号は，監査報告書の報告様式

の改正について次のような説明をしている。すなわ

ち，「（報告様式の中で）勧告されている主要な改正

点は，検査の範囲についての記述，とくに内部統制

組織についての考慮を含めることに関連をもってい

る」。委員会は，このような改正点について簡潔な

理由を付している。改正報告様式では，意見区分の

書き方にもまた改正が施されたが，これらの改正点

については，説明が行なわれていない。その理由は

おそらく，おおかた重要でないと考えられたからで

あろう。



うようになった。このように，一
・
般
・
に
・

（generally）という言葉が，その〔AIAの

監査手続委員会による「監査手続の拡張」

のなかの標準的な短文式監査報告書の様式

の：引用者〕改正から生ずる重要性につい

ての指摘もなしに，従前の〔「認められた会

計原則」（accepted principles of account-

ing）という：引用者〕文言に付け加えられ

たのである」（日本会計研究学会スタディ・

グループ・黒澤清監訳［1968］77頁）。

「〔1939年の：引用者〕その当時の状況に

照らしてみれば，generally という言葉を

つけ加えたのは，依頼人が実施している会

計実務が，事実上その背後に実質的権威を

有するものであることを公認会計士が決定

すべき責任に対して，さらに何ものかをつ

け加えようと意図したからであろうと思わ

れる。この責任は 1934 年以来，標準様式

の報告書の意見区分に使用された用語法に

すでに存在していたのである」（日本会計

研究学会スタディ・グループ・黒澤清監訳

［1968］78頁）。

また，伊藤［2007］もGAAPの「会計原則」

に付された「一般に」の言葉の意義を示してい

る。GAAPの「一般に」という言葉には，①権

威のある会計基準設定機関によって設定された

会計ルールであるという意味と，②長年にわた

り会計実務において培われてきた慣習という意

味があるというのである。

先の GAAP 概念の４つの解釈のうち，第一

の解釈（GAAPは「実質的な権威ある支持」を

得た会計原則である）は「実質的な権威ある支

持」の用語に，また第二の解釈（GAAPは「一

般的承認性」ないし「一般的受容性」を有する

会計原則である），第三の解釈（GAAP は会計

実務の指針として企業の会計処理と報告の基準

となり，監査人の会計監査における監査の指針

でもある）および第四の解釈（GAAPは多分に

慣習的性格を有し，基本的には帰納的，記述的

および実用的なアプローチによって設定される

ものである）の３つは「会計実務」や「実務慣

習」の用語に集約し得る解釈として捉えること

もできる。このような理解が正しいとすれば，

GAAPが備え持つという伊藤［2007］での２つ

の意味もこれに適合し，これまでの代表的な

GAAP 概念の解釈を最大公約数的に集約した

ものであるといえるだろう。

２ 「一般に認められた」という用語の理解

「一般に認められた会計原則」のうち，「一般

に認められた」という文言の意義を，①「一般

に」と②「認められた」の各用語の意義を踏ま

えたうえで，「一般に認められた」という用語の

意義を説いた代表的な見解として Zeff［1995］

によるものがある。

「GAAP に関して，その専門用語は誤解

を招きかねない。現に，『原則』（princi-

ples）はもっぱら原則だけではなく，実践，

方法および手続を含めてきた。元来，『認

められた』（accepted）には複数の実践が実

際に会社で使用されてきたということを意

味し，また『一般に』（generally）は，１社

または数社の会社による特定な実践の受入

れが権威ある支持を付与するほどではない

ということを明確にするために付加された

ものである。つまり，実践は会社の間で『一

般に認められた』（generally accepted）も

のでなければならない。したがって，『認

められた』はある特定の実践が民間部門の

基準設定主体や SEC にも受け入れること

ができる
（ママ ）

ものであることを意味してきた。

『一般に認められた会計原則』という用語

は変わらないままであるが，この用語の始

まりは記述的な概念であり，結局のところ

規範的な性格を帯びている」（Zeff [1995]

U.S. GAAPの制度性 7



p. 54）。

また，「一般に認められた会計原則」に「一般

に認められた」という用語が付される理解には，

たとえば，①会計原則の持つ慣習としての普及

力を重視する理解と②理論的証明力を重視する

理解から成るとする見解がある（藤田［1967］

131頁）。二大系統の組織によるアメリカ会計

原則形成運動のなかで，前者の理解は AICPA

（その前身のAIAを含む）が，また後者の理解

はアメリカ会計学会（AAA）が採ってきた立場

である。それぞれの理解は，「一般に認められ

た」の文言の理解をもとに展開されたAICPA

と AAAによる会計原則等の性格や特徴にも如

実に反映されている。

アメリカの会計原則形成運動の展開に結び付

く，「一般に認められた」の用語に対するこのよ

うな理解と見解の区分は，一般化したものであ

るといってよい。会計原則や会計基準が会計実

践を規制する根拠やその規範性の根拠は，単に

法令的権威や慣行的確立にとどまるべきではな

く，その理論性に求めるべきことを基本課題と

した中島［1970］が，会計原則のステートメン

ト化の方向を次の２つに区分して整理したこと

も，その意味では軌を一にする考え方である（中

島［1970］27-29頁）。

⑴ 会計実践の多様性の余地を会計実践に与

え，弾力性ある会計実践のもとで「一般

に認められた会計原則」が作り出される

ことを期待し，しかも当該会計原則を会

計士が承認したものとして受け入れさせ

るという方向

⑵ 会計実践上の多様性を縮小し，同一の財

務的状況に対して同一の会計報告内容を

生み出すべきであるとの考えから，その

方向で会計原則の内容規定も試みようと

する方向

基本課題を理論性に求めていることからも明

らかなように，中島［1970］は第二の方向によ

る会計原則の明文化を基本的スタンスとする。

もちろん，この第二の方向で会計原則を明文化

した場合，それを企業への強制や会計士の監査

報告の基礎になるものとして受け入れさせるこ

とには難がある。しかし，「単に会計実践の多

様性と公認会計士の判断の隠れみのとしての性

格のものにとどまるのであれば，会計原則に本

来期待されているその社会的機能は結局果たさ

れていない」ことになるため，「基本的な方向と

しては，会計実践の多様性が減じ，財務報告の

内容が基盤の共通性において社会の信頼をかち

とりうるものとなることが必要」（中島［1970］

29頁）であるという。第一の方向は，「当面の

情勢に政策的に対処することにおいて生み出さ

れた暫定的なあり方」（中島［1970］29頁）であ

り，会計原則の明文化の基本的な方向としては

第二の方向だと断ずる
3)
。

二大系統会計原則を明文化する試みのなか

で，1936 年以降にAAAが公表した一連の会計

原則は社会的には法的強制力を持たない。しか

し，AAAの会計原則こそ「財務諸表会計に関

する，理論的規範性をその生命とした，警世的

または預言的スティトメント
（ マ マ ）

ともいうべきもの

で」（中島［1970］36-37頁），承認し得る会計原

則と承認し得ない会計原則を区分する基準を提

示する役割があったと解するのである。

Ⅳ GAAP 概念の歴史的意義⑵――「実

質的な（有力な）権威ある支持」の意

義――

GAAP概念の解釈をめぐっては，本稿で示し

た４つの解釈の立場以外に，たとえば次のよう
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３）第二の方向の考え方の根底にある，同一の財務的

状況に対して同一の会計報告内容を生み出すべきと

いう中島省吾教授の考え方は，その後の国際会計基

準（IAS）などの研究活動やその後の取り組みにも

結び付いているといえるだろう。



な２つの解釈を採る見解（広瀬［1995］92頁）

もある。

⑴ 「GAAP とは実質的に権威のある支持

（substantial authoritative support）を

得ている会計原則であり，それは会計基

準設定主体の公式見解（pronounce-

ment）である」とするもの

⑵ 「GAAP とは実質的に権威のある支持を

得ている会計原則であり，それには会計

基準設定主体の公式見解に加えて，

AICPA などの社会的に認められた機関

の非公式の見解および一般的慣行を通じ

て受け入れられている実務も含まれる」

とするもの

この整理によれば，いずれの解釈も GAAP

を「実質的な権威ある支持」（実質的に権威のあ

る支持）を得ている会計原則として捉えている

点では共通しており，「実質的な権威ある支持」

を得ている会計原則を構成する範囲に違いがあ

る。当該会計原則として公式見解に限定する

か，またはその範囲を拡大するかという，いわ

ば狭義説と広義説に分類し得る
4)
。いずれに立

脚しようとも，この GAAP 概念の解釈を採る

見解では，事実上，「実質的な権威ある支持」を

得ている会計原則の解釈問題に集約できること

になる

それでは，「実質的な権威ある支持」を有する

会計原則とは何を意味するのだろうか。

GAAP 概念の解釈が広義説で展開される傾

向にあるとはいえ，GAAP概念の歴史的展開や

歴史的意義からすれば，GAAPを「実質的な権

威ある支持」を有する会計原則と定義したのは，

ここでの狭義説に属する SEC の ASR第４号

「財務諸表に関する行政上の政策」（SEC

[1988b]）が嚆矢である。ASR第４号を通じた

「実質的な権威ある支持」を有する会計原則の

尊重という基本姿勢こそ，実はアメリカの「会

計におけるコモン・ローの思想の現われ」（武田

［1982］111頁）である。

ASR第４号は，簡潔な２つの文章から成る

が，その要旨は次のとおりである。

⑴ SEC に提出される財務諸表が，「実質的

な権威ある支持」のない会計原則に準拠

して作成されている場合，そのことが重

要である限りは，たとえこの事実を監査

報告書に明記または注記開示されたとし

ても，当該財務諸表はミスリードもしく

は不正確なものとみなされる。
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４）狭義説には，以下で詳述する SECによるASR第

４号と ASR第 150号が，また広義説には AICPA

理事会特別公報，AICPA 会計原則審議会ステート

メント（APBS）第４号，AICPA監査基準審議会の

監査基準に関するステートメント第５号および

SAS第 25 号などがあるという。その意味からすれ

ば，ASR第 150号を継いで，SEC によって公表さ

れた財務報告通牒（FRR）第１号（1982年４月 15

日。SEC [1982a]）並びに基本政策（Policy State-

ment）（2003 年４月 25日：SEC [2003a]）もここで

の狭義説に属する。

また，SAS 第 69 号，SFAS 第 162 号（FASB

[2008]）および SFAS第 168号（FASB [2009c]）

は，広義説に属することになるだろう。また，

GAAPの解釈には，①「実質的に」，「権威のある」，

「支持を得ている」という用語の意味を辞典に基づ

いて解釈し，これを演繹的に組み立ててその意味を

明らかにする方法と，② GAAPが構築されるに至っ

たプロセスの足跡をたどり，そのプロセスにおいて

これまでどのようなものが「実質的に権威のある支

持」を得てきたかを確かめ，これを帰納的に明らか

にする方法があるという。とくに，現行の GAAP

の意味を問うことに主眼があるため，後者の帰納的

方法を用いて整理・検討したうえで，次のような結

論を導き出している。

「結局，『実質的に権威のある』とは，会計基準

設定主体その他これに準ずる機関によって法的確

信に裏付けられた強制力が付与されることであ

り，『支持を得ている』とは，（このような強制力

が付与されることの保証がなされているからこ

そ）広く一般に実務慣習として受け入れられると

いう意味であると解されるように思われる」（広

瀬［1995］98頁）。

この結論も，広義説に属するものである。



⑵ SEC と届出書提出企業との間に準拠基

準について見解の相違がある場合には，

一方で当該企業が採用する会計実務には

「実質的な権威ある支持」があり，他方

で SEC がこれまでに各種規則等を通じ

て規制を行なってきた事実がなければ，

当該企業が提出した財務諸表を訂正する

必要はなく，その開示を容認する。

第一文から明らかなように，ASR第４号で

は，財務諸表の作成にあたって準拠する会計原

則に「実質的な権威ある支持」が付与されたも

のであるか否かが，その財務諸表の正確性を決

定づけるひとつの判断基準となっている。この

ASR第４号を通じて，「実質的な権威ある支持」

を有する会計原則を尊重する姿勢が示され，こ

の「実質的な権威ある支持」の定義づけは明確

にしてこられなかったものの，規制当局である

SECが「主観的信念や選好」に依存して全権を

掌握してきたことに変わりはない（杉本［2009］

32頁）。「有力な集団」が民間部門または公的部

門のいずれであるかの問題を伴うが，ASR第

４号の「実質的な権威ある支持」を有する会計

原則を尊重する姿勢を捉えて，会計原則に関わ

る「社会的合意に基づくパラダイム選択を『有

力な集団による承認』に委ねたことを意味する」

（武田［2007］７頁）とも解される所以である。

ASR第４号を通じた「実質的な権威ある支

持」を有する会計原則の具体的内容を論じたも

のには，たとえばAICPA の「会計原則叢書」

第７号（日本会計研究学会スタディ・グループ・

黒澤清監訳［1968］）やRappaport［1972］など

がある。

AICPAの「会計原則叢書」第７号は，会計実

務が「実質的な権威ある支持」を受けるかどう

かを決定するための源泉（情報源）として次の

６項目をあげている（日本会計研究学会スタ

ディ・グループ・黒澤清監訳［1968］79-80頁）。

⑴ 企業において通常行なわれている実務

⑵ 金融界における指導者としての株式取引

所の要求や見解

⑶ 規制委員会の統一会計制度（Uniform

System of Accounts）および会計に関す

る裁定（Rulings）

⑷ SEC の規制および会計に関する意見

⑸ 会計実務従事者や会計研究者の専門家と

しての意見，証言，著書および論文

⑹ AAA および AICPA の諸委員会によっ

て公表された意見

また，Rappaport［1972］は，「実質的な権威

ある支持」を有する会計原則に含まれるものと

して次の６項目を示した（Rappaport [1972]

pp. 2・8-2・9）。

⑴ AICPA およびその委員会である APB

（前身の会計手続委員会（CAP）を含む）

並びに監査手続委員会のような AICPA

専門委員会による声明

⑵ AAAによる声明

⑶ 財務担当経営者協会（FEI）による声明

⑷ たとえば，通信，運輸，公益事業（電気，

ガスおよび水道），天然ガスおよび保険

のような領域における連邦および州の規

制当局による統一会計制度，規制および

規則

⑸ （石油産業協会のような）ある主要な産

業協会によって推奨された統一会計制度

⑹ 上記のいずれにも該当しない場合，一般

的に当該産業や企業において広く行なわ

れている実務

両者はいずれも「実質的な権威ある支持」を

有する会計原則の項目として，より具体的な規

制や原則などに加えて，「企業において通常行

なわれている実務」や「一般的に当該産業や企

業において広く行なわれている実務」を盛り込

んでいることには注目する必要がある
5)
。「この

ことは，実務が行なわれているというたんなる

事実からいうのではなく，企業の経験によって，

実務が経営者の指針として，また投資家その他

の人達に対する報告のために信頼し得る結果を
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作り出すことが明らかであるという事実に基づ

いて，いいうるのである」（日本会計研究学会ス

タディ・グループ・黒澤清監訳［1968］79頁）。

AICPAの「会計原則叢書」第７号や Rappa-

port［1972］が明示した「実質的な権威ある支

持」の具体的項目は，後述するように，その後

の AICPA や FASB によって定義づけられた

「一般に認められた会計原則の階層構造」とそ

の構成要素とを照らし合わせてみると，基本骨

子を形成していることを窺い知ることができ

る。その意味では，ASR第４号を踏まえた当

時の「実質的な権威ある支持」を有する会計原

則の捉え方は，おおむね一貫して認識されてき

たと解することができるだろう。

ASR第４号の公表以降，SEC による「実質

的な権威ある支持」の拠り所としてのリリース

（通牒）などは，① ASR第 150号「会計原則お

よび会計基準の設定並びに改善に関する基本政

策」（1973 年 12月 20 日。SEC [1974]）
6)
，②財

務報告通牒（FRR）第１号「会計原則および会

計基準の設定並びに改善に関する基本政策」

（1982年４月 15日。SEC [1982a]）および③

SEC 基本方針（Policy Statement）（2003 年４

月 25日。SEC [2003a]）へと受け継がれてい

く。ASR第４号に固定化することなく，その

後 SECが度重なって通牒（リリース）などを公

表したのは，アメリカにおける会計基準設定主

体そのものの組織改編や関係諸法令に基づく会

計基準設定主体としての要件の充足確認などが

大きく関わっている（杉本［2009］第１章参照）。

たとえば，ASR 第４号を踏まえて ASR 第
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５）武田［1982］も「実質的な権威ある支持」（武田

［1982］では「有力な権威ある支持」と表現）を有

する会計原則の具体的内容を取り上げたものとし

て，AICPA の「会計原則叢書」第７号と Rappa-

port［1966］を示している。ただし，Rappaport の

文献は，第三版（1972年出版）ではなく第二版（1966

年出版）を用いた考察となっている。

Rappaport［1966］では，「実質的な権威ある支持」

を有する会計原則に含まれる項目が４項目であり，

上記の⑶と⑹が指摘されていなかった。そのため，

AICPAの「会計原則叢書」第７号と Rappaport の

文献の差異として，AICPAの「会計原則叢書」第７

号にはRappaport［1966］での「（石油産業協会のよ

うな）ある主要な産業協会によって推奨された統一

会計制度」が，またRappaport［1966］ではAICPA

の「会計原則叢書」第７号での「企業において通常

行なわれている実務」がそれぞれ欠けているとした。

その後のRappaport［1972］では，「上記のいずれに

も該当しない場合，一般的に当該産業や企業におい

て広く行なわれている実務」が追記されており，後

者の差異は解消している。むしろ，会計実務や企業

実務が，「実質的な権威ある支持」を有する会計原則

の項目として一般化している。

６）ASR第 150号の規定内容の要点は，次のようにま

とめられたりしている（武田［1982］117-119頁。一

部用語等を修正）。

⑴ SEC は開示主義に立脚する投資者保護を図るべ

く責任を負っているが，その責任を効果的に課す

方策として，会計原則制定のリーダーシップを民

間部門に属する基準制定団体に与え，その専門的

知識や行動力等に期待する方策を採ったこと

⑵そのような方策に従い，基準制定団体の作成した

各種の原則については，これまで僅かな例外はあ

るものの，投資者の要求に応えるものであるとみ

なしてきたこと

⑶基準制定団体として SEC が公認するものは，現

在，FASBであること

⑷ FASB を公認したことは，それが研究や各種の

立場を考慮して迅速かつ責任ある行動を採れるよ

うな制度的構成になっていると認められるからで

あること

⑸ ASR第４号で示された基本的考え方を破棄した

のではなく，基本的に踏襲していることが明示さ

れていること

⑹ FASBが公表する原則，基準および慣行は，実質

的な権威ある支持を有するものとみなされること

⑺ SEC が要求する情報の相当部分は，GAAP に合

致する財務諸表や追加情報によって充足されるも

のであること

⑻ SEC は，原則制定機能をFASBに与えたものの，

絶えず，投資者の情報ニーズに応え得るような適

切な開示方法を決定する用意があること



150号が公表されたのは，その公表日（1973 年

12月 20 日）からも明らかなように，AICPA内

のウィート委員会（Wheat Committee）報告書

の勧告（1972年）を受けて，それまでの APB

を解体して新たに設立された民間独立型の会計

基準設定主体である FASB に移行したことに

よるものである。SECは，FASBの設置を容認

するとともに，会計原則または会計基準の設定

と改善についてのリーダーシップを FASB に

求めるために，新たに ASR第 150号の公表を

通じて，FASBによる基準書や会計実務などに

「実質的な権威ある支持」の所在を明記したの

である
7)
。

Ⅴ GAAP概念の制度的広がり

GAAP概念の制度的広がりは，その概念の理

解を含む歴史的意義の展開と不可分な関係にあ

る。「GAAP は会計実務の指針として企業の会

計処理と報告の基準となり，監査人の会計監査

における監査の指針でもある」という GAAP

概念の第三の解釈こそ，GAAP概念の財務諸表

監査制度との制度的広がりを物語っている
8)
。

つまり，監査人の監査報告書において，「一般に

認められた会計原則に準拠して……適正に表示

している」という文言が用いられることによっ

て，GAAP や適正表示の用語の理解はもちろ

ん，この文言が指し示す「GAAPへの準拠性」

と「財務諸表の適正表示」との関係が社会的に

問われ続けてきたのである。

「一般に認められた会計原則に準拠して……

適正に表示している」という監査報告書の文言

の解釈については，ブリロフ（Briloff, A. J.）に

よる興味深い実態調査結果がある。

監査報告書における「一般に認められた会計

原則に準拠して……適正に表示している」とい

う文言には，一般的には次の３通りの解釈が可

能である。

⑴ 「表示は適正であると同時に，一般に認

められた会計原則に準拠している」とす

る解釈

⑵ 「一般に認められた会計原則に準拠して

いるので，表示は適正である」とする解

釈

⑶ 「一般に認められた会計原則が適正であ

る限りにおいて，表示は適正である」と
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７）FASBの基準書などに「実質的な権威ある支持」

を付与することを確認する役割を有する ASR 第

150号の公表については，アーサー・アンダーセン

（Arthur Andersen）の SEC に対する請願（ASR

第 150号の採択は 1933 年証券法違反であること，

およびASR第４号における「実質的な権威ある支

持」の用語の SEC による定義並びにその定義づけ

不履行時にASR第４号を撤回すること）やASR第

150号の差止請求が展開された。最終的には，ASR

第 150 号に関する原告の請求は棄却されたが，

GAAPに関わる基本問題が未解決なのも事実で，ア

メリカの会計原則形成メカニズムを問い質す役割を

果たした。詳細については，小森［1978］や杉本

［2009］33-36 頁などを参照されたい。

また，エンロン社などの一連の企業不祥事を経験

して，SEC はアメリカ議会から U.S. GAAP の会計

基準設定主体として認められるための要件に関わる

規則の設定などを課された。その回答である SEC

基本方針（SEC [2003a]）のなかで，「FASBが設定

した基準は，サーベインズ・オックスリー法第 108

条のもとでの『一般に認められた』ものとして承認

されるものである」（SEC [2003a] p. 142）と表明し，

FASB をアメリカの会計基準設定主体として再承

認した（杉本［2009］20-22頁）。今日のアメリカに

おける会計基準設定権限の基本的構図は，この SEC

基本政策によるものである。

８）たとえば，岩田巌教授が会計原則を「独立の会計

士（independent professional accountants）が会計

処理に対して下す判断の拠りどころ」（岩田［1955］

４頁）として捉え，会計原則は監査の基準として会

計士（監査人）が堅持すべき基準であり，その責任

を負うと説いたことも，GAAP概念の第三の解釈に

一脈相通ずるものがある。



する解釈

実態調査の目的は，「GAAP への準拠性」と

「財務諸表の適正表示」との関係を問うもので

あり，果たして会計に従事する実務家と学者が

３つの解釈のいずれを採るかを明らかにしてい

る。実態調査は，実務家（ビッグ・エイトとそ

の他の監査法人に区分），会計学者および金融

界の関係者を対象に実施しており，その実態調

査結果は次のとおりである（Briloff [1967] pp.

16-17）。

実務家のビッグ・エイトとその他の監査法人

は，３つの解釈のなかで第一の解釈を採ってい

る（ビッグ・エイト：第一の解釈（47.2％），第

二の解釈（11.8％）および第三の解釈（17.7％），

その他の監査法人：第一の解釈（50.0％），第二

の解釈（35.8％）および第三の解釈（14.3％））。

しかし，会計学者の解釈の結果は好対照なもの

である。会計学者による第二と第三の解釈の回

答率が第一の解釈のそれの倍以上を示してお

り，しかも第二の解釈の回答者の割合がもっと

も高い（第一の解釈（14.3％），第二の解釈

（33.3％）および第三の解釈（28.6％））。また，

実務家と会計学者全体が採る解釈は，第一の解

釈（34.4％），第二の解釈（29.7％）および第三

の解釈（20.3％）の順序となっている。さらに，

金融界の関係者も第三の解釈を採る割合が第二

の解釈のそれよりも高いという特徴があるが，

第一の解釈が多数派である（第一の解釈

（44.4％），第二の解釈（22.2％）および第三の

解釈（27.8％））。

監査報告書における「一般に認められた会計

原則に準拠して……適正に表示している」とい

う文言に対する Rosenfield and Lorensen

［1974］での３つの見解
9)
も，ブリロフが明示

した３つの解釈に符合する。Rosenfield and

Lorensen［1974］での３つの見解の整理の結果

をブリロフの３つの解釈にそれぞれ突き合わせ

てみると，第一の解釈は，「財務諸表の適正表示」

が GAAP 概念よりも広い概念であることや，

「財務諸表の適正表示」が「GAAPへの準拠性」

と個々の監査人が備え持つ基準によって確保さ

れるという考え方（Rosenfield and Lorensen

[1974] p. 74，広瀬［1995］107-108頁参照）に

適合する。そうだとすると，実務家のビッグ・

エイトとその他の監査法人は，GAAPの不完全

性を前提に，多分に監査人の主観的判断を伴う

第一の解釈を選好することを裏付けている。

ところで，GAAPと監査報告書の文言のあり

方は，監査人にとって自らの責任に深く関わる

だけにきわめて重大な問題である。監査報告書

の文言が指し示す「GAAPへの準拠性」と「財

務諸表の適正表示」の関係の問題は，「実質的な

権威ある支持」の意義とも相俟って，GAAPに

は法的効力があるかという問題を惹き起こして

きた。「実質的な権威ある支持」を有する会計

原則として，確かに SEC が AIA の ARB や

AICPA の APB 意見書などを追認する形で権

威づけてきたが，GAAPの法的効力を容認し，

当該 GAAP への準拠が同時に適法行為として

取り扱われるか否かについては必ずしも明確で

はなかった。GAAPに準拠して作成・表示され

た会計情報が，真実かつ公正ないし適正なもの

であるかが問われてきたのである。

現に，監査報告書の文言のあり方を再検討す

る役割を担ったコーエン委員会（Cohen Com-

mittee）が設置された背景には，1969年のコン

チネンタル自動販売機会社事件（Continental

Vending Machine Corporation Case：Rappa-

port [1972] pp. 28・21-28・32）による職業基準

（GAAPや一般に認められた監査基準）と監査

人の免責条件との関わりを問う訴訟がある。ま

た，監査人が GAAP に準拠して表示された財
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９）Rosenfield and Lorensen［1974］は，①「表示は

GAAPに準拠しており，したがって表示は適正であ

る」とする見解，②「表示はGAAPに準拠しており，

かつ表示は適正である」とする見解および③「表示

は GAAPに準拠しており，かつ GAAPは適正に適

用されている」とする見解にまとめている。



務諸表を適正と監査報告した行為について，そ

の財務情報が GAAP に従って表示されたとい

うことは，監査人が善意に行動したことの証拠

としてはとても説得力があるが，必ずしも決定

的なものではないとして，不実開示の刑事責任

を課した 1970年の「United States v. Simon」の

訴訟事例も，GAAPの法的効力や「GAAPへの

準拠性」と「財務諸表の適正表示」の関係を問

いかけている。単に GAAP に準拠した会計処

理方法だというだけでは，財務諸表の適正表示

はもとより，不実開示の法的責任を負わされる

こともあることを示すものである（岸田［1982］

29頁参照）。

Ⅵ GAAP 概念の包括性――「一般に認

められた会計原則の階層構造」――

１ 「一般に認められた会計原則の階層構造」

GAAP の本質である「実質的な権威ある支

持」を論じる場合，「アメリカの一般に認められ

た会計原則（GAAP）に従って表示される民間

企業の財務諸表の作成に使用する諸原則を選択

するための会計原則とフレームワークの源泉

（情報源）」（FASB [2009c] par. 2）として定義

づけられる「一般に認められた会計原則の階層

構造」（Hierarchy of Generally Accepted

Accounting Principles）に着目しなければなら

ない。

近年の FASB による「一般に認められた会

計原則の階層構造」の再定義ないし再構築の試

みは，「コード化（集大成化）および検索可能化

プロジェクト」（Codification and Retrieval

Project）の推進と並行かつ包括的に展開された

ことに特徴がある。

FASBによる「一般に認められた会計原則の

階層構造」の再定義ないし再構築は，元来，「一

般に認められた会計原則の階層構造」を取りま

とめてきたAICPAの監査基準書（SAS）第 69

号「会計原則に準拠して適正に表示していると

いう文言の意味」での「一般に認められた会計

原則の階層構造」に対する批判を踏まえたもの

である。また，「コード化（集大成化）および検

索可能化プロジェクト」は，U.S. GAAPへの効

率的なアクセス（利用可能性）を実現すること

を企図して展開したものである。いずれもアメ

リカの唯一の権威ある文献としての「会計原則

とフレームワークの源泉（情報源）」を確立すべ

く，簡素な体系化を指向するもので，最終的に

は 2009年６月に SFAS第 168号「FASB 会計

基準のコード化（集大成）
TM
と一般に認められ

た会計原則の階層構造」（FASB [2009c]）の公

表を通じて融合している
10)
。

より具体的にいえば，SAS第 69号による「一

般に認められた会計原則の階層構造」は，SAS

そのものの設定主体がAICPAであることから

も明らかなように，監査人や会計監査の見地か

ら GAAP を階層構造化したものである。これ

に加えて，U.S. GAAPの階層構造が複雑である

ことや，当該階層構造のもとで権威ある文献が

存在しない場合に参照される「その他の会計の
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10）SAS第 69号の「一般に認められた会計原則の階

層構造」に対する批判（①監査人に向けた監査指向

的性格を有すること，②複雑であること，および③

SFAC をカテゴリー d より下位に位置づけている

こと等）は，その後のアメリカにおける一連の企業

不祥事とそれに伴う企業改革法（サーベインズ・オッ

クスリー法（SOX法））を契機として，「一般に認め

られた会計原則の階層構造」の再定義ないし再構築

を促したといってよい。その後の「一般に認められ

た会計原則の階層構造」の再定義ないし再構築は，

「①アメリカ議会による SOX法第 108条第⒟項→

② SEC による調査研究報告書（SEC [2003b]）→③

FASB による SEC［2003b］に対する返書（回答）

（FASB [2004]）→④ FASB による SFAS第 162

号（FASB [2008]）および SFAS第 168号（FASB

[2009c]）」の構図で展開する。この構図は，「一般に

認められた会計原則の階層構造」の再定義ないし再

構築だけでなく，「コード化（集大成化）および検索

可能化プロジェクト」にも適合するものである。



文献」のカテゴリーに含まれる概念フレーム

ワークとしての FASB 財務会計概念書

（SFAC）が，デュー・プロセス（正規の手続

き）を経ないで一般にまたは当該業種において

広く行なわれている実務のカテゴリー（カテゴ

リー d）よりも下位に位置づけられているこ

と
11)
などに対して，従来の SAS第 69号の「一

般に認められた会計原則の階層構造」には批判

が多い（FASB [2005] Appendix A）。GAAP

についての階層構造であるという趣旨からすれ

ば，監査人に向けた監査指向的よりもむしろ財

務諸表作成者である企業に向けた企業指向的な

性格のもとで，しかも SAS ではなく FASB の

財務会計基準書（SFAS）として「一般に認めら

れた会計原則の階層構造」を構築することが求

められてきたのである（杉本［2008］25 頁）。

GAAPの基本的利用者である企業に立脚した，

いわば原点回帰した「一般に認められた会計原

則の階層構造」そのものの会計基準化への着手

である。

２ 「一般に認められた会計原則の階層構造」

の会計基準化への動向とその特徴

図１は，SAS第 69号から SFAS第 162号お

よび SFAS第 168号へと「一般に認められた会

計原則の階層構造」に関する会計基準化の動向

と各基準のもとでのカテゴリーの構成要素を示

したものである。この図をもとに，「一般に認

められた会計原則の階層構造」の再定義の動向

などについて検討してみることにしよう。

「一般に認められた会計原則の階層構造」の

会計基準化への動向には，いくつかの特徴があ

る。

第一の特徴として，SAS第 69号から SFAS

第 162号へ，ひいては SFAS第 168号を通じた

「一般に認められた会計原則の階層構造」の再

定義ないし再構築は，その定義づけの拠り所を

監査基準から会計基準に移管する性格を有して

いることを指摘することができる。つまり，「一

般に認められた会計原則の階層構造」の再定義

ないし再構築の権利が，AICPAから FASB へ

移管したことを物語る。

第二の特徴は，監査基準としての SAS第 69

号と会計基準としての SFAS第 162号の「一般

に認められた会計原則の階層構造」の定義づけ

が，いずれも準拠度合いの強弱に基づいた４つ

のレベルのカテゴリー（カテゴリー aからカテ

ゴリー d）から成る GAAP に区分して体系化

し，またこのカテゴリーに依拠すべき確立され

た会計原則がない場合の手当てとして「その他

の会計の文献」で体系化していることである
12)
。

「一般に認められた会計原則の階層構造」を

もって，U.S. GAAPが「包括的なGAAP」と言

われる所以でもある。

第三の特徴は，監査基準から会計基準への移

管を果たした SFAS第 162号のカテゴリーを

構成する項目の記載順序が，SAS第 69号で採

用された AICPA 関連項目優先列挙方式から

FASB 関連項目優先列挙方式へとおおむね改

まったことにある。このカテゴリーを構成する

優先列挙方式の変更は，監査基準から会計基準

の色彩を放つ意味合いが込められているものと

解することができる。また，「その他の会計の

文献」についても，SAS 第 69 号と SFAS 第

162号を照らし合わせてみると，後者の会計基

準 の も と で は GASB 政 府 会 計 基 準 書

（GASBS）・解釈指針・専門公報，連邦会計基

準諮問委員会（FASAB）基準書・解釈指針・専
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11）もっとも，SAS第 69号は，「その他の会計の文献」

のカテゴリーのなかで SFAC を影響力が強いもの

として位置づけている。

12）SAS第 69号は会計原則の特質と会計原則の文書

タイプの２つの方法によって，また SFAS第 162号

は会計原則の文書タイプだけをもとに，「一般に認

められた会計原則の階層構造」の会計原則の源泉別

カテゴリー化並びにその表示を行なっている

（FASB [2008] Appendix A, A7）。



第 184 巻 第３号16

FA
SB
,　
SF
AS

　第
　1
62

　号
（
20
08

　年
　5

　月
）

AI
CP
A,

　S
AS

　第
　6
9　
号
（
19
92

　年
　1

　月
）

FA
SB
,　
SF
AS

　第
　1
68

　号
（
20
09

　年
　6

　月
）

【
SE
C　
以
外
の
基
準
設
定
主
体
が
公
表
し
た
諸
基
準
】

【
SE
C 　
が
公
表
し
た
諸
基
準
】

【
カ
テ
ゴ
リ
ー
a】

【
カ
テ
ゴ
リ
ー
b】

【
カ
テ
ゴ
リ
ー
c】

【
カ
テ
ゴ
リ
ー
d】

【
そ
の
他
の
会
計
の
文
献
】

【
カ
テ
ゴ
リ
ー
a】

【
カ
テ
ゴ
リ
ー
b】

【
カ
テ
ゴ
リ
ー
c】

【
カ
テ
ゴ
リ
ー
d】

【
そ
の
他
の
会
計
の
文
献
】

【
権
威
の
な
い
そ
の
他
の
会
計
の
文
献
】

図
１
「
一
般
に
認
め
ら
れ
た
会
計
原
則
の
階
層
構
造
」
の
会
計
基
準
化
へ
の
動
向
と
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
構
成
要
素

【
注
】
S
A
S
第
69
号
と
S
F
A
S
第
16
2
号
の
「
そ
の
他
の
会
計
の
文
献
」
は
，
法
的
強
制
力
が
付
与
さ
れ
た
り
，
実
務
慣
習
と
し
て
定
着
す
れ
ば
，【
カ
テ
ゴ
リ
ー
d
】
以
上
の
G
A
A
P
と
み
な
さ
れ
る
可
能

性
を
有
し
て
き
た
。



門公報，他の専門団体または規制当局の公式見

解などを削除している。

さらに第四の特徴として，SFAS第 162号か

ら同じ会計基準の性格を継承した SFAS第 168

号は，権威の有無を区分基準として，権威ある

会計原則ないし会計基準を GAAP として包括

的にまとめ上げて，「一般に認められた会計原

則の階層構造」を再定義ないし再構築したこと

を指摘できる。従来の準拠度合いの強弱に基づ

いた４つのレベルのカテゴリーによる GAAP

の体系化ではなく，権威の有無を区分基準とし

て，かねてより規制され，かつ論じてこられた

「実質的に権威ある支持」を有する GAAP と

それ以外の権威のないものとの２区分から成る

「一般に認められた会計原則の階層構造」を構

築している。この２区分は，簡素な体系化指向

の政策を如実に反映した帰結でもある。

同時に，SFAS第 168号は「一般に認められ

た会計原則の階層構造」の再定義ないし再構築

と「コード化（集大成化）および検索可能化プ

ロジェクト」が融合した成果であるため，「非政

府系企業（民間企業）が適用すべきFASBが承

認した権威あるGAAPの源泉（情報源）として

コード化（集大成化）」（FASB [2009c] par. 6）

したものである。この「一般に認められた会計

原則の階層構造」の再定義ないし再構築と「コー

ド化（集大成化）および検索可能化プロジェク

ト」の融合もさることながら，とくに SFAS第

168号について注目すべき最大の特徴は，「一般

に認められた会計原則の階層構造」のもとで

SEC による諸規則をも権威ある GAAP として

明確に組み入れたことにある。「連邦証券諸法

のもとでの SEC による規則や解釈に関する通

牒（リリース）も SEC登録者にとっては権威あ

るGAAPの源泉（情報源）である。本コード化

（集大成化）に盛り込まれているすべてのガイ

ダンスは，同一レベルの権威を担っている」

（FASB [2009c] par. 6）との規定を明記した

ことは，今日のグローバル規模での会計に関わ

る制度変化に伴う GAAP の意義や制度性を問

う場合，その意義は大きい
13)
。
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13）「FASB 会計基準のコード化（集大成化）
TM
」

（FASB [2009c]）に含まれない会計および財務報

告実務には権威性はなく，その権威のない会計のガ

イダンスや文献の源泉（情報源）の一例として，

IASB の IFRSs が 含 ま れ て い る（ Topic

105-10-05-3）。その一方で，連邦証券諸法の権威の

もとでの，レギュレーション S-X をはじめとした

SECの諸規則，指針および解釈等に関わるリリース

も，SEC登録者にとっては権威ある GAAP の源泉

（情報源）である（Topic 105-10-05-1）。2009年９

月 15日以後終了する中間および会計年度の財務諸

表から発効する「FASB会計基準のコード化（集大

成化）
TM
」と SEC の諸規則やスタッフの指針との混

同を回避するために公表された SEC の解釈指針

（SEC [2009]）も，U.S. GAAPでの特定の基準に対

する SEC の諸規則やスタッフの指針を参照するこ

とは，「FASB 会計基準のコード化（集大成化）
TM
」

でそれを参照することでもあることを示した。

ひるがえって，「FASB 会計基準のコード化（集

大成化）
TM
」に「SECが公表した諸基準」が含まれた

のは，あくまでも「利用者への役立ち」を重視した

ことによるものであって，「『FASB会計基準のコー

ド化（集大成化）
TM
』が SEC の各種規則ないし規制

に取って代わるものではない」し，ましてや「『FASB

会計基準のコード化（集大成化）
TM
』がそのような

〔SEC の各種規則や規制に関わる：引用者〕内容に

ついての権威ある〔GAAPの：引用者〕源泉（情報

源）となるものではなく，同時に，それら諸規則等

を『FASB会計基準のコード化（集大成化）
TM
』に含

めることが，その内容の将来のアップデイトのされ

方に影響を及ぼすものでもない」（SEC [2009] p.

42772）ことは十分に理解しておかなければならな

い。

SEC による IFRSs 早期適用容認規則案に係る法

令改正案（SEC [2008b]）にみられたように，アメ

リカの発行体に対する IFRSs強制適用を見据えた

規制の骨子は，レギュレーション S-Xにある。この

IFRSs 早期適用容認規則案に係る法令改正案が受

け入れられると，連邦証券諸法の規制の枠組みのも

とで IFRSs の適用が展開される予定であった。た

とえば，IFRSs 早期適用容認規則案でコアをなす

Part 210 のレギュレーション S-X，Part 230 の 1933



Ⅶ IFRSs の二元的なGAAPの基本属性

ところで，IFRSs は，①「一般に認められた

会計原則」としてのU.S. GAAP概念と②「一組

の高品質でグローバルに認められた会計基準」

としてのいわゆる International GAAP 概念と

いう，二元的なGAAPの基本属性を備え持つ。

この二元的属性は，IFRSs を国内的および国際

的見地から，「一般に」または「グローバルに」

認められた会計原則ないし会計基準として捉え

るものであり，IFRSs強制適用がより現実味を

増すにつれて，その性格の色彩は鮮明なものと

なる。

最後にここで，GAAP概念の議論から少し逸

脱するかもしれないが，とくに，SECの見地か

らの「一組の高品質でグローバルに認められた

会計基準」について確認しておきたい。

これまでの GAAP 概念の歴史的意義の考察

から導き出されるように，GAAP 概念の解釈

が，①「実質的な権威ある支持」と②「会計実

務」や「会計慣習」の用語に集約し得ることに

照らし合わせて，「一組の高品質でグローバル

に認められた会計基準」の「グローバルに」の

言葉の意義を，GAAPの「一般に」の言葉の意

義やこの GAAP 概念の解釈に求めて整理して

考えることもあながち無意味なことではないで

あろう。

１ 「実質的な権威ある支持」と IFRSs

それでは，第一に集約され得る用語としての

「実質的な権威ある支持」を，果たして IFRSs

は有するのだろうか。

「国際会計基準の執行可能性（法的強制力）に

責任のある一組の規制当局または法律上の執行

機関を知らない」（CalPERS [2007] p. 3）とい

うように，IFRSs に対する「実質的な権威ある

支持」を否定する見解がある。

他方において，たとえば，金融危機対応で開

催された 20ヵ国・地域首脳会合（G20）のピッ

ツバーグ・サミット（2009年９月 24日・25日）

でのように，IASB による「一組の高品質でグ

ローバルに認められた会計基準」の実現を支持

する提言もみられる。また，EU議会や閣僚理

事会による IFRSs 適用命令（「国際的な会計基

準の適用に関する 2002年７月 19 日付ヨーロッ

パ議会および閣僚理事会規則第 1606/2002

号」），金融庁・企業会計審議会による「我が国

における国際会計基準の取扱いに関する意見書

（中間報告）」（金融庁・企業会計審議会［2009］）

および韓国の金融監督委員会 /金融監督院，財

政経済部および韓国会計基準院 /韓国会計基準

委員会等の国際会計基準導入準備チームによる

「国際会計基準導入のロードマップ」（2007年）

などからも明らかなように，国や管轄への

IFRSs導入は当該規制当局の判断によるもの

である。もちろん，アメリカでの外国民間発行

体に対する IFRSs 適用を容認し，その際の調

整表作成・開示要件を撤廃したのも，規制当局

である SECである。

とくに，IFRSs がアメリカで「実質的な権威

ある支持」を獲得するためには，「一組の高品質

でグローバルに認められた会計基準」に込めら

れた SEC の判断基準を充足しなければならな

い。

第 184 巻 第３号18

年証券法および Part 240・Part 249 の 1934 年証券

取引所法に関わる法令改正案は，連邦規則集（Code

of Federal Regulations）の規制構造のなかで，「①

IFRSs 発行体（IFRSs Issuer）の定義→② IFRSs 発

行体の財務諸表の準拠基準→③レギュレーション

S-X第 13条案『国際財務報告基準の使用』」の構図

での展開が予定されていた。

しかし，その後の SEC 声明（SEC [2010]）によ

り，IFRSs 早期適用容認規則案を実行可能なオプ

ションである余地を残しながらも撤回した。とはい

え，2011年に IFRSs強制適用の判断が予定されて

いるが，この IFRSs の権威ある GAAP の源泉（情

報源）化の試みは，連邦証券諸法上の一連の規則案

による制度化の方法論を通じて，「IFRSs 発行体」

となる上場企業について果たされる可能性がある。



証券市場の国際化とも相俟って，これまで

SEC が展開してきた会計基準に対する規制に

おいて，会計基準の属性を形容する用語自体に

も変遷がみられる。たとえば，外国民間発行体

に対する統合開示制度（Integrated Disclosure

System for Foreign Issuers）（SEC [1981] and

SEC [1982b]）での「U.S. GAAP以外の包括的

（網羅的）な会計原則」をはじめとして，国際

的証券市場の規制に関する SEC基本方針（SEC

[1988c]）での「相互に承認できる国際的な会計

基準」，1996 年全米証券市場改革法（National

Securities Markets Improvement Act of 1996）

第 509 条により課されたアメリカ議会宛の

SEC報告書（SEC [1997]）での「一組の完全な

る国際的な会計基準」，さらには「国際的な会計

基準」に関するコンセプト・リリース（SEC

[2000]）での「一組の高品質な会計基準」など

の用語がある。

そもそもアメリカでの会計基準の開発は，投

資家をはじめとした資本市場参加者のニーズを

充足するために展開してきた。証券市場の国際

化が問われた際，高品質で包括的（網羅的）な

財務情報が投資家に有用であるとして，会計基

準の品質などが問われたことは必然の結果であ

る。だからこそ，SEC は「一組の高品質でグ

ローバルに認められた会計基準」にコミットし

ていないなどの誤った通念もしくは風評がある

ことを懸念して，2010 年の SEC 声明（SEC

[2010]）などを引き合いに出して，SEC の

Schapiro 委員長自らがその是正を図っている

（Schapiro [2010a]）。

ところで，SECの「国際的な会計基準」に関

するコンセプト・リリース（SEC [2000]）によ

れば，「一組の高品質な会計基準」には，次の２

つの基本属性が要求される。

⑴ 会計基準は，投資家保護と資本形成の促

進という SEC のミッションを支えるほ

どの高品質なものでなければならない。

⑵ 会計基準は，独立した会計基準設定主体

が設定し，それを厳格に，しかも一貫し

て解釈して適用することを保証するイン

フラで支えられなければならない。

この第二の基本属性で保証が要請されるイン

フラの要素として，①（第一の基本属性をも形

成する）高品質な会計基準，②高品質な監査基

準，③世界的規模で効果的な品質管理を備えた

監査法人，④プロフェション全体の品質保証お

よび⑤規制による積極的な監視をあげている。

また，高品質な会計基準は，「投資家，与信者，

債権者および資本配分の意思決定を行なうその

他の関係者に有用な，一貫性があり，比較可能

で，目的適合的かつ信頼し得る情報を要求する

包括的（網羅的）でニュートラルな原則から構

成される」という（SEC [2000]Ⅰ）。

確かに，「公益に資するよう，世界の資本市場

参加者およびその他の利用者が適切な経済的意

思決定に役立つように，高品質で透明性があり，

かつ比較可能な財務諸表およびその他の財務報

告を要求する，高品質で，理解可能，かつ強制

力のあるグローバルな一組の会計基準を開発す

ること」（「IASC 財団定款」第２条⒜）は，

IASC 財団（現 IFRS 財団）の目的のひとつで

あるが，当時，果たして IAS が「一組の高品質

な会計基準」としての基本属性を備えているか

について問われたのである。IAS の使用に関

わる判断基準として，SECは 1996 年４月 11 日

のプレスリリースのなかで，次の３規準（「鍵と

なる３要素」）を提示し，運用してきた（SEC

[1997] Appendices 5）。

⑴ 包括的（網羅的）で一般に認められた会

計基準を構成すること（包括性（網羅性））

⑵ 高品質であること（高品質）

⑶ 厳格な解釈と適用が行なわれ得ること

（厳格な解釈と適用）

この「一組の高品質な会計基準」としての基

本属性や「鍵となる３要素」の充足による問い

かけは，今日の IFRSs についても変わらな

い
14)
。
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２ 「会計実務」や「会計慣行」としての受入れ

と IFRSs

第二に集約され得る用語としての「会計実務」

や「会計慣行」として，果たして IFRSs は受け

入れられているだろうか。

IFRSs が「一組のグローバルな会計基準」と

しての可能性を有するかどうかについては，ア

メリカの発行体に対する IFRSs 適用のリリー

ス案（SEC [2008b]）に寄せられたコメントの

なかでは見解が分かれている。2010年の SEC

声明でも，大企業や多国籍企業および会計プロ

フェションは IFRSs を「一組のグローバルな

会計基準」としての役割を果たす最善の立場に

あるとコメントしたのに対し，その他の多くの

コメント提出者は IFRSs に対するその役割に

懸念を表明した分析結果が明らかにされている

（SEC [2010] pp. 9-10）。

IFRSs が「一組のグローバルな会計基準」と

しての役割を果たす可能性の判断については，

時期尚早論の立場を採る多くの投資家が，同時

に次のような見解も併せ持っている（SEC

[2010] p. 10）。

⑴ IFRSs は「一組のグローバルな会計基

準」として採用されるほど十分には開発

されていないか，または実務において適

用されていない（たとえば，IFRSs には

特定の重要な領域で指針が存在しない

か，もしくは IFRSs にその指針が存在

しても U.S. GAAP に比べて余りにも裁

量を与えるように読めたり，実際にその

裁量を与えたりして，比較可能な財務報

告を達成できない）。

⑵ IFRSs の適用に国や管轄ごとの変異種

が存在するため，真にグローバルな報告

モデルとして IFRSs を採用するには重

大な困難を伴う。

⑶ 純粋な共通のグローバルな財務報告モデ

ルを開発するためには，国を超えて一貫

した適用，監査および規制が必要である。

確かに，今日まで多くの国や管轄の財務報告

制度のもとで IFRSs が採用されているが，現

段階では，IFRSs がグローバルな見地からの会

計実務や会計慣行として，確立されたとは必ず

しも言い切れない。新たな会計基準を単に採用

しただけでは会計実務や会計慣行にはなり得

ず，その確立には当該会計基準の実務への浸透

が不可欠であり，時間的要素が加わる。厳密に

言えば，すべての国や管轄において，しかもす

べての業種の企業による商取引について，

IFRSs の「厳格な解釈と適用」が，財務諸表作

成者である企業やその利用者である投資家，会

計監査人，市場および規制当局の間で完全なま

でのコンセンサスがもたらされてはじめて，

IFRSs の「一般的承認性」や「一般的受容性」

を包摂した会計実務や会計慣行となり得る。会

計基準の制度化に向けた経験的属性が問われる

のである。

また，「IFRSs の適用とその承認のあり方に

ついて世界中で一貫したものとはなっていない

ことを確信している」という，先述した Scha-

piro 委員長の上院議会銀行住宅都市問題委員

会公聴会での答弁は，まさに現段階（本稿執筆

時点）の SEC による IFRSs についての評価を

如実に表すものでもある。

以上の事柄は，まさに会計基準の「包括的（網

羅性）」，「高品質」および「厳格な解釈と適用」

として捉えることができるが，実はこれらは

SECによる「一組の高品質な会計基準」に対す

る「鍵となる３要素」でもある。「一組の高品質

な会計基準」に「グローバルに」と「認められ

た」の言葉をそれぞれ付した「一組の高品質で

第 184 巻 第３号20

14）アメリカでの IFRSs移行に関わるマクロ経済的

効果の分析やコスト・ベネフィット分析などを行

なった Hail et al.［2009］や Bothwell［2009］が，

SEC へのコメント・レターである FAF and FASB

［2009］の付録として収録されている。併せて，斎

藤［2010］も参照されたい。



グローバルに認められた会計基準」として

IFRSs を受け入れる判断には，SECがこれまで

一貫して継承してきた「鍵となる３要素」や基

本属性が十全かつ完全なまでに機能しているの

である。
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